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IP 通信網サービス契約約款 別冊（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス） 【現改比較表】2024 年 3 月 28 日現在 

～2024年3月27日 2024 年 3 月 28 日～ 

目次（略） 目次（略） 

第１条～第 84 条（略） 第１条～第 84 条（略） 

（電話番号案内） 

第 85 条 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ

ス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴリー３のタイプ４

のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタイプ７、カテゴリー４、カテ

ゴリー７又はカテゴリー８に係るものに限ります。）に係る者に限ります。）から請求

があったときは、ＩＰセントレックス番号を当社が別に定める特定協定事業者の契約約

款等に定める電話番号案内において案内を行います。 

（注）本条に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、東日本電信電話株式

会社及び西日本電信電話株式会社とします。 

（電話番号案内） 

第 85 条 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ

ス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴリー３のタイプ４

のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタイプ６、カテゴリー３のタイ

プ７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴリー８に係るものに限ります。）に係る

者に限ります。）から請求があったときは、ＩＰセントレックス番号を当社が別に定め

る特定協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 

（注）本条に規定する当社が別に定める特定協定事業者は、東日本電信電話株式

会社及び西日本電信電話株式会社とします。 

第 86 条～第 88 条（略） 第 86 条～第 88 条（略） 

別記  

１（略） 

２ 電話帳の普通掲載 

(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ

サービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴ

リー３のタイプ４のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタ

イプ７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴリー８に係るものに限りま

す。）に係る者に限ります。以下この項において同じとします。）から請求

があったときは、ＩＰセントレックス番号に普通掲載として次の事項を掲載

します。 

ア シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者又はそのシェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者が

指定する者の氏名、名称又は称号のうち１ 

イ シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者又はそのシェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者が

指定する者の職業（当社が別に定める協定事業者が定める職業区分による

ものとします。）のうち１ 

ウ シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者又はそのシェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者が

指定する者の住所又は居所のうち１ 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 

３ 電話帳の掲載省略 

当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサ 

  ービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴリー

３のタイプ４のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタイプ

別記  

１（略） 

２ 電話帳の普通掲載 

(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ

サービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴ

リー３のタイプ４のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタ

イプ６、カテゴリー３のタイプ７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴ

リー８に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項において

同じとします。）から請求があったときは、ＩＰセントレックス番号に普通

掲載として次の事項を掲載します。 

ア シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者又はそのシェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者が

指定する者の氏名、名称又は称号のうち１ 

イ シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者又はそのシェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者が

指定する者の職業（当社が別に定める協定事業者が定める職業区分による

ものとします。）のうち１ 

ウ シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者又はそのシェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者が

指定する者の住所又は居所のうち１ 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 

３ 電話帳の掲載省略 

当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサ 

  ービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴリー

３のタイプ４のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタイプ
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７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴリー８に係るものに限ります。）

に係る者に限ります。）から請求があったときは、電話帳への掲載を省略しま

す 

４ 電話帳の重複掲載 

(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ

サービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴ

リー３のタイプ４のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタ

イプ７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴリー８に係るものに限りま

す。）に係る者に限ります。）から、普通掲載のほか、別記２（電話帳の普

通掲載）に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載

として電話帳に掲載します。 

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。）又

は商品名による掲載 

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載 

(2) （略） 

(3) （略） 

５～１０（略） 

６、カテゴリー３のタイプ７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴリー８

に係るものに限ります。）に係る者に限ります。）から請求があったときは、

電話帳への掲載を省略します 

４ 電話帳の重複掲載 

(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ

サービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３のタイプ１、カテゴ

リー３のタイプ４のプラン２、カテゴリー３のタイプ５、カテゴリー３のタ

イプ６、カテゴリー３のタイプ７、カテゴリー４、カテゴリー７又はカテゴ

リー８に係るものに限ります。）に係る者に限ります。）から、普通掲載の

ほか、別記２（電話帳の普通掲載）に規定する掲載事項について、次の請求

があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。 

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。）又

は商品名による掲載 

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載 

(2) （略） 

(3) （略） 

５～１０（略） 

料金表 

通則（略） 

第１表（略） 

料金表 

通則（略） 

第１表（略） 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

１ 適用（略） 

２ 工事費の額 

２－１～２－３（略） 

２－４ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに関するもの(略) 

区     分 単  

位 

工事費の額 

ア 交 ( ア ) （略） （略） （略） 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

１ 適用（略） 

２ 工事費の額 

２－１～２－３（略） 

２－４ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに関するもの(略) 

区     分 単  

位 

工事費の額 

ア 交 ( ア ) （略） （略） （略） 
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換機等

工事費 

( ア ) 

利用の

開始に

関する

工事の

場合 

番号ポータビリテ

ィ機能に関する工

事の場合 

カテゴリー１、カ

テゴリー３のタイ

プ１、カテゴリー

３のタイプ４のプ

ラン２、カテゴリ

ー３のタイプ５、

カテゴリー３のタ

イプ７、カテゴリ

ー７及びカテゴリ

ー８のもの   

 

１のＩ

Ｐセン

トレッ

クス番

号ごと

に 

2,000円

（2,200

円） 

（略） （略） （略） 

( イ ) 

上記以

外に関

する工

事の場

合 

（略） （略） （略） （略） 

番号ポータビリテ

ィ機能に関する工

事の場合 

カテゴリー１、カ

テゴリー３のタイ

プ１、カテゴリー

３のタイプ４のプ

ラン２、カテゴリ

ー３のタイプ５、

カテゴリー３のタ

イプ７、カテゴリ

ー７及びカテゴリ

ー８のもの 

 

 

１のＩ

Ｐセン

トレッ

クス番

号ごと

に 

番号ポータ

ビリティ機

能に関する

工事の場合 

（略） （略） （略） （略） 

イ 上

記以外

の工事

費 

（略） （略） （略） （略） 

 

換機等

工事費 

( ア ) 

利用の

開始に

関する

工事の

場合 

番号ポータビリテ

ィ機能に関する工

事の場合 

カテゴリー１、カ

テゴリー３のタイ

プ１、カテゴリー

３のタイプ４のプ

ラン２、カテゴリ

ー３のタイプ５、

カテゴリー３のタ

イプ６、カテゴリ

ー３のタイプ７、

カテゴリー７及び

カテゴリー８のも

の 

１のＩ

Ｐセン

トレッ

クス番

号ごと

に 

2,000円

（2,200

円） 

（略） （略） （略） 

( イ ) 

上記以

外に関

する工

事の場

合 

（略） （略） （略） （略） 

番号ポータビリテ

ィ機能に関する工

事の場合 

カテゴリー１、カ

テゴリー３のタイ

プ１、カテゴリー

３のタイプ４のプ

ラン２、カテゴリ

ー３のタイプ５、

カテゴリー３のタ

イプ６、カテゴリ

ー３のタイプ７、

カテゴリー７及び

カテゴリー８のも

の 

１のＩ

Ｐセン

トレッ

クス番

号ごと

に 

番号ポータ

ビリティ機

能に関する

工事の場合 

（略） （略） （略） （略） 

イ 上

記以外

の工事

費 

（略） （略） （略） （略） 

 

第３表（略） 第３表（略） 

料金表別表１ 削除 

料金表別表２ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸに係る付加機能 

料金表別表１ 削除 

料金表別表２ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸに係る付加機能 
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区   分 提 供 条 件 

１～３（略） (略)  

４ 番号ポータビリティ機能 

この機能を利用する第６種シェア

ードＩＰ－ＰＢＸ契約者のＩＰセ

ントレックス番号において、東日

本電信電話株式会社又は西日本電

信電話株式会社の電気通信事業法

第33条第２項及び第７項に基づく

指定電気通信設備との接続に関す

る契約約款に規定する一般番号ポ

ータビリティ（これと同等のもの

を含みます。）を利用することが

できるようにする機能 

(1) 当社は、第６種シェアード

ＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴ

リー１、カテゴリ―３のタイ

プ１、カテゴリー３のタイプ

４のプラン２、カテゴリー３

のタイプ５、カテゴリー３の

タイプ７、カテゴリー７及び

カテゴリー８(特定電気通信番

号を用いる場合に限ります。)

に係る者に限ります。）に限

り、この機能を提供します 

(2)（略） 

(3) 当社は、第６種シェアード

ＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴ

リー１（タイプ１のプラン２

を除きます。）又はカテゴリ

ー７に係る者に限ります。）

が第６種シェアードＩＰ－Ｐ

ＢＸ利用回線の終端の場所を

変更した場合又は第６種シェ

アードＩＰ－ＰＢＸ契約者

（カテゴリー１のタイプ１の

プラン２、カテゴリ―３のタ

イプ１、カテゴリー３のタイ

プ４のプラン２、カテゴリー

３のタイプ５、カテゴリー３

のタイプ７又はカテゴリー８

に係る者に限ります。）が第

73条の４（第６種シェアード

ＩＰ－ＰＢＸ契約申込みの方

法）及び共通編別記５（ＩＰ

通信網契約者の氏名等の変

更）に基づき当社に申し出た

利用場所を当社に通知なく変

区   分 提 供 条 件 

１～３（略） (略)  

４ 番号ポータビリティ機能 

この機能を利用する第６種シェア

ードＩＰ－ＰＢＸ契約者のＩＰセ

ントレックス番号において、東日

本電信電話株式会社又は西日本電

信電話株式会社の電気通信事業法

第33条第２項及び第７項に基づく

指定電気通信設備との接続に関す

る契約約款に規定する一般番号ポ

ータビリティ（これと同等のもの

を含みます。）を利用することが

できるようにする機能 

(1) 当社は、第６種シェアード

ＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴ

リー１、カテゴリ―３のタイ

プ１、カテゴリー３のタイプ

４のプラン２、カテゴリー３

のタイプ５、カテゴリー３の

タイプ６、カテゴリー３のタ

イプ７、カテゴリー７及びカ

テゴリー８(特定電気通信番号

を用いる場合に限ります。)に

係る者に限ります。）に限

り、この機能を提供します 

(2)（略） 

(3) 当社は、第６種シェアード

ＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴ

リー１（タイプ１のプラン２

を除きます。）又はカテゴリ

ー７に係る者に限ります。）

が第６種シェアードＩＰ－Ｐ

ＢＸ利用回線の終端の場所を

変更した場合又は第６種シェ

アードＩＰ－ＰＢＸ契約者

（カテゴリー１のタイプ１の

プラン２、カテゴリ―３のタ

イプ１、カテゴリー３のタイ

プ４のプラン２、カテゴリー

３のタイプ５、カテゴリー３

のタイプ６、カテゴリー３の

タイプ７又はカテゴリー８に

係る者に限ります。）が第73

条の４（第６種シェアードＩ

Ｐ－ＰＢＸ契約申込みの方

法）及び共通編別記５（ＩＰ

通信網契約者の氏名等の変



- 5 / 5 - 

更した場合、一定期間の利用

停止後、この機能を廃止しま

す。 

(4)（略） 

 

 

５～１８（略） (略)  

 

更）に基づき当社に申し出た

利用場所を当社に通知なく変

更した場合、一定期間の利用

停止後、この機能を廃止しま

す。 

(4)（略） 

５～１８（略） (略)  

 

  

 

IP 通信網サービス契約約款 共通編 

 

附 則（令和６年３月22日 ＣＡＳ１サ第000400003663-01号） 

この改正規定は、令和６年３月 28 日から実施します。 

 


